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あらまし

　本稿では、政策の実施にあたって政府以外の
アクターが重要な役割を果たしうるという状況
の中で改革をすすめるうえでは、政府の物理的
な大きさよりもむしろ役割や機能に視点を定め
なければならないという問題意識から、政府自
身が担う機能を考察するためのアプローチの整
備を試みる。
　今日の行政改革は一般的に「小さな政府」をめ
ざすものととらえることができるが、どのよう
な政府を「小さな」政府というのかについての明
確な合意はないに等しい。よって、ローズの
Understanding Big Government: The Programme

Approachを手がかりに、政府を理解するための
枠組みを考える。さらに、その枠組みに、政府が
プログラムを実施するにあたって、政府以外の
アクターと協働するという視点を補うために、
政策手段アプローチを用いることを提案する。
　そして、その枠組みを実際に使って、保育ニー
ズの多様化・複雑化が指摘される今日、公立保育
所の問題点を改善するとともに限られた資源を
活用し、さまざまなサービスを提供するための
モデルケースとして注目されている尼崎市の活
動を分析する。その結果をもとに、「公共空間の
協働管理」という状況の中で、行政改革が目指す
政府の方向性を考えるにあたって、組織や資源
の大小よりも政府の役割や影響力・重要性を検
討することの必要性と、そのための視点として
の政策手段アプローチの有用性をあらためて指
摘している。

１．はじめに

　本稿は、一連の行政改革を受けて地方政府の
実態がどう変化しているかを、とくに機能面か
ら検証するためのモデルの整備を試みるもので
ある。
　今日の行政改革の中では、財源不足も加わっ
て組織数や財政面での「小さな政府」論が主流に
なりがちであるが、「小さな政府」というスロー
ガンには、政府組織の簡素化・効率化だけでなく
政府の機能を小さくする、すなわち政策のスリ
ム化という意図も含まれていると考えることが
できる。よって、一連の改革の結果、政府がどの
ように変わったかを検証するには、その両方の
視点を備えたモデルを用いる必要がある。ここ
では、その条件を満たすものとして、政府を組織
とプログラムの２つの面からとらえようとした
ローズのモデルを用いたい。
　現実には、政府組織の簡素化・効率化は把握し
やすいが、プログラムの内容の変化について実
証することは困難である。しかし、ある政策を実
施していくにあたって、政府以外のアクターと
の複雑な相関関係が予測される今日において政
府を理解するためは、政府の物理的な大きさよ
りもむしろ把握しづらい機能や役割に視点を定
めた上で、改革についての検証をすすめなけれ
ばならないのではないだろうか。
　よって、本稿では、政府が自ら、もしくは他の
アクターと協働しつつ、いかにして政策を実施
しているかを理解するために、ローズのモデル
に「政策手段」という視点を加えることを提案す
る。そして、その枠組みを実際に用いて、保育政
策という分野における政府の実態の把握を試み
る。
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  1  [田中 96] p１参照。
  2  政府の規模を計測するにあたっては、政府支出がGDPに占める割合をみることが多い [貝塚 90] [白川98]。これに基づいて日本
の政府規模を国際的に比較すると、日本は先進工業諸国の中では「小さな政府」に分類される。しかし日本を含む先進工業諸国
は、1996年時点においても、全体として「大きな政府」の方向に向かっていると指摘することができる。「小さな政府」への改革
は、これ以上「大きな政府」になるのを少しでも抑止するためのものといえるかもしれない。

  3  [黒川 90] p319参照。
  4  そこでは、①「政府の失敗」の認識、②市場原理の活用、③説明責任の重要性という観点に立ち、次の３つの基本原則を定めて
いる。
基本原則Ａ：「民間でできるものは民間に委ねる」という考え方に基づき、行政の活動を必要最小限にとどめる。
基本原則Ｂ：「国民本位の効率的な行政」を実現するため、行政サービスの需要者たる国民が必要とする行政を最少の費用で行う。
基本原則Ｃ：行政の関与が必要な場合、行政活動を行っている各機関は国民に対する「説明責任（アカウンタビリティ）」を果た
さなければならない。
そしてこのあとに、行政の関与のあり方を判断するための基準を提示している。

２．現状把握

２.１　日本の行政改革の潮流

　日本における行政改革の歴史は長い。戦前は、
「行政整理」や「行政簡素化」として人員や組織
の整理が行われていたし、戦後には行政組織の
改革に力点をおいた「行政機構改革」や行政制度
の改革を目的とした「行政制度改革」が進められ
たこともあった。「行政改革」という言葉そのも
のが定着し始めるのは、1964年９月の第一次臨
時行政調査会の「行政改革に関する答申」のころ
からであるという1。とくに近年では、1981年３
月に設置された第二次臨時行政調査会（第二次
臨調）以来今日まで、行政改革をテーマにした何
らかの審議会が続いている。
　このような行政改革の流れは、日本固有のも
のではない。1970年代末以来、先進工業諸国で
は、構造的な財政難に対応すべく政府活動の量
的活動を抑制し、社会全体としての効率を高め
るべく公的部門の改革が進められている。それ
までの「大きな政府」の弊害が認識されたこと
で、経済に対する政府の介入を排除し、市場のも
つ調整機能に委ねようとする新自由主義的な改
革は、先進工業諸国に共通したものとなった。
1980年代初めのイギリスのサッチャー政権やア
メリカのレーガン政権による改革同様、第二次
臨調の提言に基づく中曽根政権による公的企業
の民営化路線も、「小さな政府」論を基盤として
いたといえる2。公共部門の経営の効率化、公共
部門の民間に対する補完的役割の徹底、公共部
門自体の縮小などによって、全体として公共部
門のウェイトを相対的に縮小することが、当時

の行政改革の視野にあったと考えられよう3。
　バブルの発生により財政収支が改善したこと
から「小さな政府」への取り組みは一時頓挫した
が、バブル崩壊で日本経済が行き詰まった1990
年代後半に再び政策課題として取り上げられる
ようになった。「官から民へ」という標語のもと、
行政と民間の関係の検討に正面から取り組んだ
のが行政改革委員会である。同委員会は、1996年
に、行政の活動領域やその関与の在り方を再び
整理すべく、「行政関与の在り方に関する基準」
をまとめた4。
　これを受けて、「行政改革会議最終答申」
（1997）の「はじめに」では、行政改革の目的を
「肥大化・硬直化し、制度疲労のおびただしい戦
後型行政システムを根本的に改め、自由かつ公
正な社会を形成し、そのための重要な国家機能
を有効かつ適切に遂行するにふさわしい、簡素
にして効率的かつ透明な政府を実現することに
ある」とし、そのための具体的な方法のひとつと
して行政の簡素化・効率化を挙げている。その前
提として、「徹底的な規制の撤廃と緩和を断行
し、民間にゆだねるべきはゆだね、また、地方公
共団体の行うべき事務への国の関与を減らすこ
と」が必要とされた。
　この姿勢は、たとえば、2001年６月に閣議決
定された「今後の経財政運営及び経済社会の構
造改革に関する基本方針（骨太の方針）」にも受
け継がれている。そのなかで「経済社会の活性化
のために」「民営化・規制改革プログラム」が挙
げられているが、そこでも「民間でできること
は、できるだけ民間に委ねる」という原則の下
に、国民の利益の観点に立って、特殊法人改革、
民間部門の活動の場と収益機会の拡大、公的・非
営利分野への競争原理の導入が謳われている。
同年12月に総合規制改革会議が提出した「規制
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 5  [松原96] p５参照。
  6  [Rose84_1] pp.4-5参照。
  7  本書におけるローズの関心の対象はあくまで「大きな政府」ではあるが、「政府」そのものを考える際の視点は普遍性をもつと考
えられよう。

  8  [Rose84_2] p13参照。
  9  [Rose84_3] p14参照。

改革の推進に関する第１次答申」においても、
「生活者・消費者本位の経済社会システム構築」
と「経済の活性化」を実現するために規制改革を
進めていく上での基本原則として、「民間ででき
ることは、できるだけ民間に委ねる」ということ
が挙げられている。第二次臨調以来のいわゆる
「小さな政府」への志向は、今日においても健在
であるといえよう。
　また、地方政府の改革に焦点を当てると、バブ
ル崩壊後に国レベルでの「小さな政府」論が再燃
したとき、中央政府に権限が集中していること
が問題のひとつとして挙げられるようになった。
それらの権限を地方に委譲することは中央政府
の縮小につながるが、それだけでは地方政府の
肥大化を招くのみとなる。よって、「地方分権」の
流れの中で、行政の非効率の是正や民間との関
係の再構築といった「小さな政府」への課題は、
そのまま地方政府にも適用されることとなった
のである5。
　1980年代以降、日本の行政改革が目指す方向
は「小さな政府」であったといえる。その「小さ
な政府」というスローガンには、政府組織の簡素
化・効率化だけでなく政府の機能を小さくする、
すなわち政策のスリム化という意図も含まれて
いると考えられるが、一連の改革の結果、政府の
実態はどのように変わったのであろうか。
　それを検証するには、「政府組織」と「政府機
能」の２つの視点を備えたモデルを用いる必要
がある。本稿では、その条件を満たすものとし
て、政府の大きさを組織とプログラムの２つの
面から把握しようとするローズのモデルを用い
ることとする。

２.２　「政府」を把握するための視点
 －ローズの分析枠組み

　この節では、ローズの Understanding Big

Government : The Programme Approachを手がかり
に、政府の実態を捉えるための枠組みを考えて

いきたい。
　比較政治の観点から多くの政府研究を行って
きたローズは、この著書において「大きな政府
（big government）」を理解することを目的として
いる。そのための作業として、まず「政府
（government）」という言葉が意味するものを定義
づけることの必要性を指摘する。第２にその政
府の「規模（size）」と「拡大（growth）」を測定
し確認する方法を探り、第３に政府の拡大の原
因を明示した上で、最後に「大きな政府」のもつ
政治的な意味をとらえようと試みている6。
　本稿では、今日の政府がどのようなものかを
実証するために、ローズが提示した４つの過程
の中で、とくに「政府」を把握するための視点と
着目すべき要素を取り上げる7。
　ローズによる政府の第１の定義は、フォーマ
ルな組織のセット（a set of organizations）とする
ものである。そして、これらの組織が政府の活動
を構造づけ継続性を与えているとする。この場
合の政府の組織は、憲法や法律に基づいて設立
され、公選の公務員もしくは彼らに任命された
公務員によって監督され、原則として租税によ
る収入を資金とするか国家に所有されている、
公式の行政構造であると考えることができる8。
この定義は、政府とはどういうものか（What it
is）という面に焦点を当てたものである。
　その一方で、彼は、何をするか（What it does）
という側面から政府を理解することも必要であ
ると指摘する9。この場合、政府はさまざまなプ
ログラムのセット（a set of programmes）である
と理解することができる。政府は、法・資金・人
材といった資源を用いて、プログラムからアウ
トプットを生み出す。ここでいう資源は、政府が
政策を実施して何らかの目的を達成するために
必要なものであるため、大きな政府はより多く
の資源を必要とすると考えられよう。しかし、プ
ログラムにはさまざまな資源や組織が含まれる
ので、政府の活動をひとつのものさしで単純化
してとらえることはできない。
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10  [Rose84_4] pp.17-20参照。
11  [Rose84_5] p16参照。
12  [Rose84_6] p13参照。
13  ①公選の長、公的所有、公的な財源を特徴とする組織（中央・地方政府）、②任命された公務員が長で政府が所有しているが、財
源は政府から与えられていない組織（国営企業）、③任命された公務員が長、政府所有で財源も公的な組織、④長は一般人である
が、政府が所有し財源も与えている組織、⑤周辺組織（諮問委員会や審議会など）[Rose84_7] pp.154-166参照。

　そこでローズは、複雑な政府の構造において
重要と考えられる５つの要素として、法令、税
収、公務員、組織、プログラムを挙げている10（図
２参照）。
　彼による政府の単純モデルの中で、中核的な
位置を占めるのが「組織」である。組織は、①「資
源」を用いて、②それら資源を「プログラム」に
変換し、③プログラムのアウトプットを供給す
るというかたちですべての要素に関連する11。ど
こまでを政府の組織ととらえるかには議論の余
地があるが、ここでは、ローズの定義を参照する

にとどめる12。
　ローズは、政府組織を「憲法または法律によっ
て設立され、選挙で選ばれた公務員あるいは彼
らによって任命された公務員によって監督され、
原則として租税によって賄われるか、国家に
よって所有されているフォーマルな行政構造」と
定義し、５つのタイプの政治組織を挙げている13。
　法令は、政府だけがもつ資源である。政府は、
プログラムを構成する活動をオーソライズする
ために法令を必要とする。また、政府はさまざま
な方法で資金を調達するが、それは特定のプロ
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プログラム�
（例：防衛、�
　　　運輸、�
　　　教育）�

政　府　組　織�

図１　政府を理解するための２つの側面

図２　政府の単純モデル

[Rose84_5] p17参照
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14  今日の状況を「公共空間に存在する諸問題の解決に向けて、政府（中央政府および地方政府を含むいわゆるgovernment）、企業（民
間営利部門の諸主体）、NPO、NGO等（民間非営利部門の諸主体）のネットワーク（アクター間の相互依存関係）を構築し、それ
を維持・管理する活動（＝公共空間の協働管理）」がなされるようになったと理解するならば、そこでは、政府は公共空間におけ
る諸主体の１つにすぎず、民間の営利・非営利部門の主体も重要な役割を果たしうるということができる。[真山01] p47参照。

15 「政策手段」は、後述するように「ツールキット[Hood83_1]」「行政手段[片岡90_1]」とも表現されるが、用いられる意味合いに
ほぼ違いはないため、本稿では「政策を実施していくための手段」という意味を強調すべく、「政策手段」で統一することとする。

16  たとえば、財政的マネジメントやコントロール、技術的な政策に関連する「政策実験」、政府組織間の内部組織関係の統制方法と
しての内部マネジメント、人的資源政策など[Bruijin/Hufen98_1]。

17  [Bemelmans-Videc98_1] p3参照。

グラムに使うことが定められているわけではな
い。法令や資金を実際に用いるのが公務員であ
る。よって、今日の政府においては、多くの公務
員が必要な資源とされ、しかもその公務員の職
種は多種多様である（行政官や教師、郵便配達、
看護婦など）。
　それらの資源が組織によって組み合わされ、
プログラムのアウトプットとなる。ローズはこ
こで、より一般的ではあるが多様でかつ漠然と
した意味―政府が関心をもっている課題や与え
られた課題を扱うにあたっての意図―を帯びが
ちな‘policy’の代わりとして、‘programme’と
いうことばを用いている。政策課題（pol i cy
issues）や政策目的（policy intentions）は資源や
組織に左右されるものではないが、すべてのプ
ログラムを実行するためには、政府の３つの資
源すべてとそれを運用するための組織が必要で
あると考える。
　以上のように、ローズは、政府を理解するため
には、状態（What government is）だけでなく、活
動（What government does）を考察しなければな
らないとし、そのために重要な５つの要素を抽
出、それぞれの関連性を指摘した。
　このような視点に立って、ごみ収集業務の民
間委託による政府の変化について簡単に説明す
ると、次のようになる。まず、実際にごみを収集
する部門を民間に委託することで、政府が抱え
るのは管理部門だけとなるため、組織そのもの
は小さくなったと考えることができる。しかし、
プログラムという面から見れば、ごみの収集と
いう事業そのものから政府が撤退したとはいえ
ない。実際の収集こそ委託先が担うものの、事業
に対する責任が残る以上、政府は何らかの関与
をし続けていかなければならない。しかも今日、
環境問題に対する意識の高まりを受けて、ごみ
の分別収集が進みつつあることを考慮すれば、
政府が関与する事業が増えたと理解することも
できる。

　よって、政府の３つの資源（法令・税収・公務
員）は、以前とは違った形で用いられることにな
るが、ローズの枠組みは、政府が政策を実施する
際、すなわち、プログラムから何らかのアウト
プットを抽出しようとする際に、民間企業や
NPOといった政府以外のアクターがなんらかの
役割を果たすことを考慮したものではないとい
えよう。
　換言すれば、今日、とくに地方において政府以
外のアクターの政策への関与がすすむ中で、政
府の実態を理解するためには、このローズの枠
組みに、政府がプログラムを実施するにあたっ
て、ほかのアクターと協働するという考え方を
取り入れることが必要となる14。そして、そのた
めには、とくに政府の機能面―「どのような関与
を果たしているか」―に着目しなければならな
い。ローズ流にいえば、What government doesを
より詳細に理解するために、プログラムをどう
やって実施するか－How to－という視点が必要
となろう。本稿では、その点を補うために政策手
段アプローチを用いることを提案する。

３．視座の整理

３.１　 政策手段アプローチの概要

　「政策手段アプローチ15」は、政府がある目的
を達成するために行う活動に用いる「手段」に着
目するものである。これまでにさまざまなかた
ちの「手段」に注目した研究があるが16、ここで
いう「政策手段」とは、「政府が社会に働きかけ
ていくための手段」であり、換言すれば、「政府
が社会変化をサポートし影響を与えるためにそ
の力を行使する際に用いる手法17」であるという
ことができる。このアプローチでは、政府は、そ
の戦略的な地位ゆえに用いることができる手段
を用い、さらには組み合わせたり代用したりす
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18  [Hood83_2] p2、[片岡90_2] pp.108-109、[Bruijin/Hufen98_2] pp.14-15参照。一方で、人事や予算、組織改革といったような、公的部
門の内部的な政策に関する手段をも含めると理解することもある [Bemelmans-Videc98_2]。

19  たとえばHowardは、"Testing the Tools Approach: Tax Expenditures Versus Direct Expenditures"において、アメリカの社会福祉にお
ける税支出と直接支出を比較することによって、政策手段の違いを調査している。

20 『行政作用の本質と機能に関する研究』、『社会環境の変動とガヴァメンタルシステムの動態的連関に関する調査研究』など。
21 そのほかの方法としては、政府の内側で起きていること、すなわち政府の決定過程（government's decision process）を扱うこと、今
日の政府が関心を持っている事柄のリストを作ること、があるという [Hood83_3] pp.1-2参照。

22  [Hood83_4] p8参照。
23 [Hood83_5] p115参照。
24  [Salamon81] 参照。
25  [Salamon89_1]p 259参照。

ることによって、なんらかの活動を実施し、社
会・経済に影響を与えると理解する。この場合、
行政がその活動を遂行するために部内的に用い
る手段、あるいは政策手段を適用するために付
随的に必要とされる手段は含まないとすること
が多い18。
　このアプローチは、単一の学問分野・研究分野
で発展してきたものではない。たとえば経済学
において、賃金・価格政策はマクロ的な効果を目
的とした手段として認識されてきた。環境政策
やエネルギー政策、経済政策についての研究で
政策手段アプローチがとられることも多い。ま
た、法律学においては、社会統制の手段としての
法というとらえ方がなされることもある。1980
年代のフッドやサラモンの業績のように、政府
の活動を考察するために政府が用いることので
きる手段を類型化し、その特徴を整理したもの
もある。彼らによって分類された手段の経験的
な実証研究がなされることもあるし19、研究のた
めの枠組みとして手段の類型化に注目したもの
もある20。
　たとえば、フッドは、The Tools of Government

の冒頭で、「政府は何をするところか」という問
いに答える方法の１つとして、「政府の使うツー
ルを取り上げること」をあげている21。彼は、政
府をさまざまな行政的ツールの集合（「ツール
キット」）であるととらえ、その政府が異なる組
み合わせやコンテクストで目的に合うツールを
適用することでわれわれの生活を形作ろうとす
ることを指摘した。よって、政府が外部環境にコ
ンタクトを取るための基本的なツールや手段を
把握しておくことができれば、政府があるケー
スに何ができるのか、どのような問題に直面し
ているのかをとらえることができるという22。
　彼は、政府を「ツールキット」として考えるこ
との長所として、①限られたツールの組み合わ

せとして、政府の活動の複雑さを理解できる、②
（代用や組み合わせによって）さまざまなものを
生み出すことができる、③比較のものさしとし
て用いることができる、の３つを挙げている23。
　また、アメリカにおける「福祉国家」政策のす
べてが政府によって進められてきたわけではな
く、政府ではない“Third party”によって支えら
れてきたと考えたサラモンは、政府が公的な目
的を達するために民間の非営利組織を利用する
ようになったことを踏まえ、“Th i r d - p a r t y”
government の果たす役割が増す中での行政や政
策実施を理解するためには、政府のツールに着
目することが効果的であるとした。さらに政府
のそれぞれのツールがどのように機能するのか、
それらがどのように異なる目的に適用されるの
かについての知識が必要であることを指摘し、
政府が用いる政策手段を６つに分類して考察し
ている24。
　政府の政策を実現していくための手段にはさ
まざまな代替手段があり、分析によってそれら
の特徴を明確にしておくことは、将来の手段の
選択を助けるだけでなく、すでに用いられてい
る手段の運用を改善することにも役立つ。それ
ゆえ、政策手段に関する知識を蓄積していくこ
とは、政策分析の質だけでなく公共サービスの
質を高めることにもなるとサラモンは述べてい
る25。
　以上のように、彼らは、それぞれの手段の特性
そのものが手段の選択、ひいては政策の実施に
大きな影響を与えるという見解をもつ。このよ
うな立場から、さまざまな政策手段を総合的に
分類したうえで、すべての手段について経験的
な調査を進めることで手段の適用方法を説明し、
さらには手段についての理論を導こうとする。
　政策手段研究におけるその他のアプローチ法
には、手段の特徴と手段が用いられるコンテク
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26  [Bruijin/Hufen98_3] pp.16-17参照。
27  [Bemelmans-Videc98_3] p16参照。
28  [Salamon89_2] p21参照。
29  [Salamon89_3] pp.256-257参照。
30  [Bemelmans-Videc98_4] p4

ストからの変化に着目し、その両方を検証する
ことで手段の運用を説明しようとするものがあ
る。このアプローチにおいては、手段固有の特性
だけでなく、それらが適用されるコンテクスト
が政策の実施に大きく影響すると理解される。
また、政策手段は政策過程の流れを決定する多
くの要因の１つにすぎないとし、手段について
の分析よりむしろ政策システムや政策ネット
ワーク、意思決定アリーナ、実施過程に関心をも
つアプローチ法もある26。
　今日においては、手段の類型についての十分
な枠組みが提供されていないことから、手段が
適用される状況への関心が高まっているが、だ
からといって手段の類型化が意味をなさないと
いうことにはならない。政策手段の基本的特徴
についての経験的事実に基づいた分類が発展す
れば、その結果としてgood governanceのための
手段の選択が可能になっていくことも期待でき
るとされる27。

３.２　政策手段アプローチを用いる意義

　２章２節で、今なお改革の過程にある政府の
実態をとらえるための視点を定めるために、
ローズの枠組みを取り上げた。今日、ローズのい
うWhat government doesを理解するには、政府の
プログラム実施においてほかのアクターとの協
働がありうることを考慮しなければならない。
その場合、政府の機能をよりくわしく描写し、分
析するための枠組み―How to―が必要となる。
政策手段アプローチは、その要望にこたえるこ
とができるのではないだろうか。
　先に挙げたサラモンは、1980年代のアメリカ
における「『第３の』政府（“Th i r d - p a r t y”
government）」を経由する間接的な政府活動の増
加を受けて、「民営化」というスローガンを理解
するには、そのスローガンの背後において、実際
にどのような変化がもたらされているのかを考
察することが必要であると指摘している28。その
ような状況下で、彼は、政策手段アプローチが、

現代の公共部門の変化を検証するにあたっての
フレームワークを提供できると考える。民営化
が、その活動が公的かどうか（経営形態）という
一面にしか焦点を当てないのに対し、このアプ
ローチは多様な手段の存在を強調するからであ
るという29。
　さらには、政府がプログラムを実施する際の
具体的・専門的な運用フォームである政策手段
の選択には、より一般的な政治的・行政的戦略が
反映されるととらえることもできる30。そうであ
れば、選択された手段から、政府がその政策を進
めるにあたって担う役割を導き出すことも可能
となる。
　以上のように考えれば、プログラムの実施に
おいて政府が取りうる手段に視点を定めること
で、内容・担い手ともに多様化するプログラムに
政府がどう関わるかについて、その実態を把握
するための視点を提供できるといえる。
　もちろん、政策手段アプローチを用いるにあ
たっては、政策手段をどのように分類するかに
ついての合意はまだないこと、手段を評価する
上でどのような基準を用いるべきかの合意もほ
とんどないこと、手段それ自体や手段選択の過
程が、手段が政策に与える影響を理解する上で
重要かどうかという３点を留意しておかなけれ
ばならない。

３.３　本稿の視座

　２章で取り上げた今日の政府が何をしている
のかを理解するためのローズの枠組みに、プロ
グラムを実施するにあたって政府が用いる手段
という視点を加えると、図３What government
does②のようになる。
　政策手段アプローチを用いることで、政府が
直接供給するアウトプット（①）と、政府が他の
アクターに何らかの影響を与えるための手段
（②）、そしてその結果生じるアウトプットの区
別が明確になる。この①②が「政府が社会に働き
かけていくための手段」、すなわち政策手段の２



壬 生　 裕 子260

31  [Bruijin/Hufen98_4] [Vedung98] [田辺93] など。
32  フッドは、政府が用いることのできる基本的な資源として、Nodality、Treasure、Authority、Organisationの４つを挙げ、それぞれ
から派生する手段を分類している。 [Hood83_6] 参照。片岡は、シンボル操作、公権力の行使、財及びサービスの供給、財政資源
の配分、情報提供の５つの区分をもとに手段の体系化を試みている。[片岡90_3] 参照。

つの形態であると考えられる。
　ただ、ここで具体的に何を政策手段と捉える
かには議論の余地があることを付け加えておく。
先行研究においては、法的手段（regulations）、経
済的手段（economic means）、コミュニケーショ
ン的手段（information）の３つを基本的な手段と
するものが多いように思われる31。そこでは、政
府による直接のサービス供給は手段と位置付け
られていない。それを政府の手段の１つと理解し
ている例として、フッドと片岡があげられる32。
　前節でも指摘したように、政策手段の分類に
ついての合意はまだない。本稿では、政府の活動
を理解するにあたって、政策手段アプローチに
注目することの可能性を指摘するにとどめ、具
体的な政策手段の類型化は今後の課題としたい。
このアプローチに期待される効果を得るために
手段の分類や特徴づけをおこなうには、多くの
事例研究を積み重ねることが必要と考えられる
からである。
　ただ、「公共空間の協働管理」という状況のな
かでの地方政府の活動を考えるにあたっては、

政府のプログラムの中でも、政府自らによるア
ウトプットと、他のアクターから一定量・質のア
ウトプットを導き出すために用いる手段を明確
に区別して把握しなければならないと理解でき
る。よって４章では、政府による直接的なサービ
ス供給も政府の用いる手段の１つとし、今日、迅
速な対応が必要とされる課題である保育政策と
いう分野に限定して、その実施にかかる組織と
プログラムの変化について検証を試みる。
　

４．事例研究　―尼崎市の保育政策―

４.１　尼崎市の保育政策

４.１.１　今日の保育政策

　今日では、共働き夫婦の一般化にともなう保
育需要の増加、女性の労働における勤務形態（勤
務時間や時間帯、職種など）の多様化や通勤距離
の遠距離化による保育需要の多様化に対応し、
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図３　What government doesを理解するためのモデル
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33  1997年、多様な保育需要に即応して柔軟に保育サービスが提供される制度を確立すべく、児童福祉法の抜本的な改革がなされた。
これにより、これまで多くの議論の対象となってきた「措置」という文言が削除され、保護者が提供された情報に基づいて保育
所を選択する仕組みに改められたが、サービスの提供の主体は依然として市町村のみで、民営の保育所はその代行者としか捉え
られていなかった [福田98]。2000年には、社会福祉事業法など８つの法律が改正され、長年問題とされてきた「措置」制度が廃
止される同時に、ようやく福祉サービス供給主体の多様化が認められるようになった。

34 『週間東洋経済』2001年 12月 15日号参照。

さらには少子高齢化に歯止めをかけるためにも、
保育政策は重要な位置をしめるようになってき
た。
　そのなかで、今日求められる保育サービスは、
これまでの福祉的措置としてのものから、少子
化対策をも視野に入れたサービスへと変化し、
その対象者やメニュー、提供主体が拡大してき
たといえる33。そのなかで、サービス提供の中心
となる保育所は、これまでのような「保育に欠け
る」児童のためだけでなく、地域の子育てを支援
するための施設であることが求められるように
なってきていると考えられる。しかし実際には、
定員数の増加や保育内容の多様化への努力が図
られているにもかかわらず、それが現実の需要
増加のスピードに対応できていない事態が生じ
ている。
　保育サービスの拡充と質的向上のために必要
なこととして、総合規制改革会議の「規制改革に
関する第１次答申」（2001年12月）は、待機児童
の多い地域での定員基準の弾力化、一定の設備
にかかわる設置基準の見直し、認可基準などに
適合した保育所を迅速・的確に認可すること、運
営コストやニーズへの対応に問題のある公立保
育所の民間への運営委託などの促進、保育所へ
の株式会社などの参入促進などを挙げている。

４.１.２　尼崎市の保育政策概要

　公立保育所の問題点を改善するとともに限ら
れた資源を活用し、多様化する保育ニーズに対
応するためのモデルケースとして注目されてい
るのが、尼崎市の取り組みである34。尼崎市は、
1998年から公立保育所の一部を社会福祉法人に
移管する民営化に着手、その節減分の一部を公
立保育所におけるサービスを強化するために用
いている。たとえば、98年の民営化以前では27
の私立保育所でしか実施されていなかった延長
保育が、今日では公立・私立すべての保育所で実
施されるようになった。

　さらに、2001年に策定された第２次基本計画
（2010年度まで）では、「みんなが安心して暮ら
せるまちにする」ための主要事業として、一時保
育や公立保育所による地域子育て支援、公立保
育所完全給食、保育所立替、保育所への年度途中
入所円滑化などが挙げられている。尼崎市が保
育サービスを充実させていくにあたって、公立
保育所の民営化が与えた影響は大きい。
　尼崎市における公立保育所民営化の動きは、
1993年「新しい時代に対応した行政サービスの
あり方について」という答申がもとになってい
る。ここでは、当時の公立保育所の入所率低下
や、管理運営にかかる経費の問題（私立は公立の
56％）を指摘したうえで、限られた職員数と財源
のもとで、今後とも多様化する保育ニーズに対
応していくための改善策として、２つの改善策
が提示された。１つめが今後措置児童数の確保
が見込まれない保育所の統廃合であり、２つめ
が公立保育所の社会福祉法人などの民間の経営
主体への移管であった。
　２年後の1995年には、「尼崎市行政改革第一次
推進計画」において、行政改革の一環として、多
様化する保育ニーズに対応するための保育所機
能の充実と、効率・効果的な保育所運営を行うた
めの一部公立保育所の民間社会福祉法人への移
管（平成10年度から毎年２所づつ５年間で合計
10か所）が定められた。
　翌年、移管対象となる10保育所と移管方法・
条件、保育所機能を充実するための施策が盛り
込まれた「保育所運営事業計画」を策定。尼崎市
保育所条例の改正、移管受諾法人選考委員会の
設置、平成10・11年度分（計４所）の受諾法人
の一般公募・決定を経て、1998年４月から法人
による運営が開始され、平成14年度分で計画は
終了する。
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35  尼崎市福祉局保育部保育職員課今村課長補佐へのインタビューによる。

４.１.３　「保育所運営事業計画」経過

　計画が完了していないため、公立保育所民営
化の最終的な結果については追跡調査を要する
が、平成13年度の段階でもそれなりの効果が確
認できる。たとえば、「新しい時代に対応した行
政サービスのあり方について」で問題とされた
公立保育所の入所率や運営経費の公立・私立比
も改善されている（公立の児童１人あたり月間
経費が、私立の1.53倍から1.49倍へ）。
　そもそも保育サービスの提供にあたっては、

公立保育所の民営化以前から、認可された私立の
保育所も大きな役割を果たしていたが、尼崎市
は、民営化をきっかけに、保育所を経営する社会
福祉法人や子育てサークルも巻き込んで、より多
様な保育サービスを提供している。そのなかで、
公立保育所を福祉としての保育、さらには総合的
な子育て支援の中心と位置付け、私立保育所との
競争によるサービスの向上を図っている35。
　次節では、一連の改革により尼崎市という政府
がどのように変わったかを理解するために、平成
13年度時点における保育政策にかかる組織とプ
ログラムの実態把握を試みる。
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�

27か所�

27か所�

�

平成８年度�

職　種�

所　　長�

保　育　士�

調　理　員�

合　計�

�

人　数�

10�

94�

20�

124

（単位：人）�

移管による人員減（見込み）�

区　　分�

①移管による人件費など�

②移管法人への措置費（運営費）�

③保育所機能充実策の経費�

減�

増�

差　引（①－②－③）�

金　額�

1,200�

590�

270�

340

（単位：百万円）�

移管による経済効果試算（見込み）�

公立保育所�

私立保育所�

合計�

乳児�

�

42か所�

42か所�

障害児�

28か所�

25か所�

53か所�

�

延長�

35か所�

37か所�

72か所�

�

計画完了後（平成14年度）�

表１　尼崎市保育所運営事業計画

定員�

入所率�

総経費�

�

１保育所当たり年間経費�

児童１人当たり月間経費�

公立保育所�

3,825人�

79.3％�

4,538,168千円�

　�

100,848千円�

123,899円�

私立保育所�

1,860人�

100.7％�

1,805,989千円�

　�

56,437千円�

80,913円�

合計�

5,685人�

86.3％�

6,344,157千円�

平均�

82,392千円�

107,623円�

平成３年�

定員�

入所率�

総経費�

�

１保育所当たり年間経費�

児童１人当たり月間経費�

公立保育所�

3,010人�

84.5％�

5,147,099千円�

�

139,110千円�

163,027円�

私立保育所�

2,625人�

107.3％�

4,007,463千円�

�

100,186千円�

109,565円�

合計�

5,635人�

95.1％�

9,154,562千円�

平均�

118,890千円�

134,334円�

平成13年�

表２　保育所入所率と運営経費の比較
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36  尼崎市HP　http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/web/contents/guide/guide05/g0501/index.htm参照（2002.3.30）。

４.２　モデルによる分析

４.２.１　組織

　公立保育所を民間へ移管することによって、
保育サービスを提供するための政府組織の数は
その分だけ（平成13年度時点では８か所分）減っ
たと考えることができる。

４.２.２　プログラム
　
　これまでにも記述してきたように、多様化す
る保育ニーズに対応すべく、民営化を契機とし
てさまざまな保育事業がなされるようになった。
乳児・延長保育実施所数はすでに計画を上回っ

ているし、新たに一時・病後児の保育サービスも
始められている（表４参照）。また、各公立保育
所を中心とした保育所園庭開放、保育体験学習、
育児相談などの地域子育て支援事業や36、それ以
外にも子育てサークルの紹介や活動資金の補助、
子育て支援ゾーン・パルや子育て学習センター
の開設などが実施されている。
　このようなさまざまな事業の実施においては、
社会福祉法人など政府以外のアクターも重要な
役割を果たしている。そのなかで、とくに尼崎市
が果たす機能の実態を理解するために、政府が
直接サービスを供給する政策手段①と、政府以
外のアクターから一定量・質のアウトプットを
導き出すための政策手段②に着目すると、次の
ようにまとめることができる。

政策手段①
　尼崎市による直接的なサービス提供の形とし
て第1に挙げられるのが公立保育所による種々の
サービス提供である。また、HPや冊子配布によ
る情報の提供、保育料の段階的負担というかた
ちでの利用者への補助制度（ただし、応能負担か
ら応益負担への考え方の変化と財政難により階
層が縮まる可能性も）、子育てのための施設の提

公立保育所�

私立保育所�

合計�

平成3年�

45か所�

32か所�

77か所�

平成13年�

37か所�

40か所�

77か所�

表３　保育所数の比較

公立保育所�

私立保育所�

合計�

乳児�

7か所�

40か所�

47か所�

障害児�

20か所�

15か所�

35か所�

延長�

37か所�

40か所�

77か所�

一時�

�

14か所�

14か所�

病後児�

�

1か所�

1か所�

・一時保育事業：保護者の就労、職業訓練、傷病、冠婚葬祭などや、私的な理由により�

一時的に保育を必要とする児童に対するサービス�

・乳幼児健康支援デイサービス事業�

：保育所に通所中の児童などが病気の回復期で集団保育が困難な期間、�

一時的にその児童のデイサービスを行うもの�

・地域子育て支援事業（各公立保育所）�

・保育所園庭開放事業�

・保育体験学習事業�

・育児相談事業�

�

・その他�

・子育てサークル�

・子育て支援ゾーン・パル�

・子育て学習センター�

表４　特別保育の実施状況（平成13年度）
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37  尼崎市の場合、一般の市であるため法人の認可の権限は有していないため、監査は県が行うことになっている。

供も実施している。
　これまでのような、公立保育所による決まっ
た形での保育サービスの提供から、市民のニー
ズに対応した柔軟で多様なサービスの提供がす
すめられているといえよう。

政策手段②
　今日、尼崎市が保育政策をすすめるにあたっ
ては、保育所運営に携わる社会福祉法人や子育
てサークル活動に参加する市民との協働が欠か
せない。それら政府以外のアクターが提供する
サービスの質と量に尼崎市が責任をもつために、
私立保育所を運営する社会福祉法人に対しても、
尼崎市保育の理念に基づく保育所事業計画の策
定を義務付けている。公立保育所を民間に移管
するにあたっては、詳細な移管条件を設定し、そ
れに適する社会福祉法人を選考委員会が決定す
るという方法を用いている。
　また、私立保育所のサービスを公立のそれと
同等にするために、尼崎市の公立保育所が実施
しているにもかかわらず国の基準に算定されな
い事業への補助金を交付している。それに対し
ては報告書の提出が必要とされているが、現地
での調査が行われるわけではないという37。
　さらに、一定条件を満たす子育てサークルに
は活動費用の一部を補助するだけでなく、サー
クルを作ろうとする人のための説明会を実施し
たり、サークルに入りたいと思う人のために情
報を提供したりしている。

４.２.３　まとめ

　公立保育所の民営化を契機にした一連の改革
によって、尼崎市役所は保育政策をすすめるう
えで、いわゆる「小さな政府」になっているのだ
ろうか。３章で提示した視座に基づいて尼崎市
の保育政策実施にかかる組織とプログラムを検
証した結果、次のようなことがわかった。
　まず、組織数でいえば、公立保育所が減った
分、明らかに政府は小さくなっていると考える
ことができる。
　プログラムにおいては、保育ニーズに対応す
るための事業の増加と、それら事業にかかわる

アクターの多様化を確認することができる。そ
のような状況において、尼崎市は、政府によるさ
まざまな直接供給（公立保育所を媒介にした
サービスの提供、保育についての情報の提供、保
育費の補助制度など）に加え、政府以外のアク
ターから一定のアウトプットを導き出すための
ルール作りや補助金という手段を用いている。
　まとめるならば、尼崎市は、行財政改革の一環
として、保育政策にかかる組織を小さくする一
方で、保育ニーズや質に対応し、サービスを利用
する際の選択の幅を広げるため、さまざまな方
法で多様なプログラムを実施するようになった。
そして、個々の事業の実施にあたっては、尼崎市
自らによる直接的な保育サービスの提供に加え、
社会福祉法人などとの協働をすすめていくため
にさまざまな手段が用いられるようになってい
る。よって、政府の機能は変化してはいるが、「小
さく」なってはいないと指摘することができる。
　このように考えるならば、重要となるのは、政
府の大きさではなく、保育政策を実施していく
うえで政府の役割が変わってきていることでは
ないだろうか。

５．おわりに

　本稿では、政策の実施にあたって政府以外の
アクターも重要な役割を果たしうるという状況
において地方政府を理解するためには、政府の
物理的な大きさだけでなく機能面に視点を定め
る必要があるという問題意識から、実際に政府
が何をしているのかを検証するためのモデルの
整備を試みてきた。政府を組織とプログラムと
いう２つの側面からとらえ、さらにそのプログ
ラム実施における政府の活動の実態を把握する
ために政策手段という視点を加えるというもの
である。
　４章ではこのモデルを用いて事例研究を行っ
た。尼崎市の保育政策の実施という分野に限れ
ば、一連の改革によって保育政策にかかる政府
組織は確かに小さくなっているが、プログラム
は多様化し、政府の用いる手段も複雑化してい
ることがわかった。よって、政府の機能が小さく
なったとはいいがたい。
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　今日の日本の行政改革がめざす「小さな政府」
は、おそらくローズの枠組みの中でいう組織に
注目しがちであるように思われる。しかし、この
ように、「小さな政府」というスローガンに本来
含められるはずの２つの意図―政府組織の簡素
化・効率化と政策のスリム化―にのっとって政
府の実態を検証すれば、安易に政府の大きさに
言及することはできなくなるのではないだろう
か。それよりも、むしろ、政策とそれを実施する
ための手段、言い換えれば、政府がその政策を実
施するにあたって果たす機能に着目する必要が
あるといえるのではないだろうか。
　もちろん、これは１つの事例においての結論
であって、あくまでも仮説でしかない。ほかの分
野についての事例研究を積み重ねることによっ
て、この仮説を検証するとともに、３章で提示し
た政府を理解するための視座に検討を加え、政
策手段アプローチが視野に入れる政府の「役割」
について記述できるようにしたい。
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